
船舶事故調査報告書 

令和３年２月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和２年８月２８日 １１時０５分ごろ 

発生場所 愛媛県今治市大突
おおづく

間
ま

島南方沖 

 ヒナイ鼻導灯（前灯）から真方位３４０°１,４９０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°０８.５′ 東経１３３°００.６′） 

事故の概要  引船太洋
たいよう

丸は、台船 N
エヌ

. H
エイチ

.KIBI
キ ビ

をえい
．．

航して南西進中、浅所に乗

り揚げた。 

事故調査の経過 令和２年９月１１日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 太洋丸、１９トン 

   ２７３－１３４４５岡山、株式会社 NAVTEC 

Ｂ 台船 N.H.KIBI、総トン数不詳（長さ４６ｍ） 

なし、株式会社 NAVTEC 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 舵軸下部に擦過傷等 

Ｂ なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期、潮高 約１２０cm（今治） 

 事故の経過  Ａ船は、船長ほか１人が乗り組み、無人のＢ船をえい
．．

航して引船列

（以下「Ａ船引船列」という。）を構成し、大突間島東方沖を来島海

峡航路の北側に向けて約５ノットの対地速力で手動操舵によって南西

進中、船長Ａが大突間島や大島を見ながら目視のみで航行を続け、Ａ

船が大突間島南方沖の浅所に乗り揚げた。 

 Ａ船の喫水は、船首約０.８ｍ、船尾約２.２ｍであった。また、Ｂ

船の喫水は、船首尾共に約０.３ｍであった。 

 船長は、大突間島南方沖に浅所が存在することを知っていたが、レ

ーダーやＧＰＳプロッターを使用して船位を確認していなかった。 

分析  Ａ船引船列は、南西進中、船長が、レーダーやＧＰＳプロッターを

使用しておらず、大突間島や大島を見ながら目視のみで航行したこと

から、大突間島南方沖の浅所に向かう状況となったことに気付かず、

Ａ船が同浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船引船列が南西進中、船長が、レーダーやＧＰＳプロ

ッターを使用しておらず、大突間島や大島を見ながら目視のみで航行

したため、大突間島南方沖の浅所に向かう状況となったことに気付か

ず、Ａ船が同浅所に乗り揚げたものと考えられる。 



 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・レーダーやＧＰＳプロッターを活用し、船位の確認を適切に行う

こと。 


